
​社会福祉法人若竹大寿会​

​わかたけ ナイトケアステーション 運営規程​
​（夜間対応型訪問介護）​

​（事業の目的）​
​第１条　　社会福祉法人若竹大寿会が開設する わかたけ ナイトケアステーション（以下「事業所」という。）が行う介護保険​
​　　　　　法（以下「法」という。）に基づく夜間対応型訪問介護事業（以下「事業」という。）の適正な運営確保のために​
​　　　　　人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者が要介護者等に対して、適正な訪問介護サービスを提供​
​　　　　　することを目的とする。​

​（運営の方針）​
​第２条　　事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが​
​　　　　　できるよう、状況及びその置かれている環境に応じて、身体介護および生活全般にわたる援助を行うものとする。​
​　１　　　事業の実施にあたっては、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める​
​　　　　　ものとする。​
​　２　　　事業の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するようその目的を設定し、計画的に行う​
​　　　　　とともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅サービス事業​
​　　　　　者、他の地域密着型サービス事業者、その他の保険・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動に​
​　　　　　よるサービスを含めた地域に​
​　　　　　おける様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。​
​　３　　　事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行う、それらの結果を公表し、常にその改善を図ら​
​　　　　　なければならない。​

​（事業所の名称など）​
​第３条　　事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。​
​　１　　　名　称　わかたけ  ナイトケアステーション​
​　２　　　所在地　横浜市神奈川区平川町２ー４　ヤマザキビル​

​（職員の職種、員数および職務内容）​
​第４条　　事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。​
​　１　　　管理者　１名（常勤兼務職員）​
​　　　　　管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。　　　　​
​　２　　　オペレーター　１０ 名以上​
​　  　　　オペレーターは通報に対応し介護員派遣等の判断、指示を行う。​

​　３　　　​​定期巡回サービスを行う訪問介護員等  　１０名以上​
​　　　　　 定期巡回サービスを行う訪問介護員等は、夜間対応型訪問介護計画等に基づき、定期的に利用者の居宅を巡回して​
​　　　　　夜間対応型訪問介護の業務を行う。　　　　　　　　　　　​ ​　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　　　　　随時訪問サービスを行う訪問介護員等　  １０名以上​
​　　　　　随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、オペレーションセンターサービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、​
​　　　　　利用者の居宅を訪問して夜間対応型訪問介護の業務を行う。​
​　４　　　面接相談員　２名（常勤兼務職員）​
​　　　　　面接相談員は夜間対応型訪問介護の利用申込みに関わる面接、調整等を行う。　　　　​

​（営業日および営業時間）​
​第５条　　事業所の営業日および営業時間は、次の通りとする。​
​　１　　　営業日　　　：３６５日​
​　２　　　営業時間　　：１８：００～翌８：００までとする。​

​　　　　夜間のみの契約者：オペレーター：２２：００～翌６：００​
​　　　　２４時間の契約者：オペレーター：２４時間​

​　　但し、利用申込の相談等の受付窓口及び受付時間は次のとおりとする​
​　３　　　受付窓口日　：月曜日から金曜日（祝日を除く）​
​　４　　　受付時間　　：９：００～１７：００​

​　　但し、年末年始（ １２月３０日～１月３日）は休日とする。​
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​（夜間対応型訪問介護の内容）​
​第６条　　この事業所が提供する訪問介護サービス等の内容は次のとおりとする。　　​
​　１　　　オペレーションセンターサービス​
​　　　　　日中の面接等を通じてあらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、夜間において随時、​
​　　　　　利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助行う又は訪問介護員等の訪問の要否等の判断を​
​　　　　　行う。​
​　２　　　随時訪問サービス訪問​
​　　　　　夜間においてオペレーションセンターサービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅​
​　　　　　を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話を行う。​
​　　　　　なお、随時対応サービスについては、次の事業所に委託する。​
​　　　　　事業所番号　 1470201201 　　事業所名　訪問介護 わかたけ​​（8：00～18：00​​）​
​　３　　　定期巡回サービス​
​　　　　　夜間において訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回し、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の​
​　　　　　世話を行う。​

​（夜間対応型訪問介護の利用料等）​
​第７条　　事業所の受け取る、基本料金および訪問介護サービス等を提供した際の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準に​
​　　　　　よるものとし、当該事業が法定代理受領サービスである時は、その1割または2割もしくは3割の額とする。なお詳細​
​　　　　　は料金表のとおり。​
​　１　　　事業所は訪問介護サービス等の利用料の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に内容および​
​　　　　　費用についての説明を行い、支払いの同意を得なければならない。​
​　２　　　事業所は支払を受けた場合には、領収書を支払った利用者に対し交付しなければならない。​
​　３　　　利用者から事業所へ通報する際にかかる通信料（通話料金）については、利用者が負担することとする。​
​　４　　　通常の事業の実施地域を越えて行う夜間対応型訪問介護に要した交通費は、次の額を徴収する。​
​　　　　　​​通常の事業の実施地域を越えた所から、自動車の場合片道1㎞毎に30円（往復60円）、公共交通機関の場合実費を徴​

​　収する。​

​（緊急時等における対応方法）​
​第８条　　訪問介護員等は、訪問介護サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医​
​　　　　　に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。​

​（事故発生時の対応）​
​第９条　　訪問介護員等は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、​

​指定居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャー等に連絡を行うとともに必要な処置を行う。​
​　２　　　当事業所は、サービスの提供に伴って事業所の責めに帰するべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、​

​速やかに損害を賠償する。​

​（虐待の防止）​
​第１０条　虐待の防止については次のとおりとする。​
​　２　　　虐待防止の為の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする）を定期的　　　​
​　　　　　に開催するとともに、その結果に​​ついて​​従業者に周知徹底を図ること。​
​　３　　　事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。​
​　４　　　事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。​
​　５　　　前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。​
​　６　　　事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に努める。​

​（事業継続計画の策定）​
​第１１条　事業継続計画については次のとおりとする。​
​　２　　　事業所は、感染症又は非常災害の発生時において利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び​
​　　　　　非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」）というを策定し、当該事業継続計画に従​
​　　　　　い必要な措置を講じるものとする。​
​　３　　　事業所は、従業者に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するもの　​
​　　　　　とする。​
​　４　　　事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。​
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​（衛生管理等）​
​第１２条　訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断等の必要な管理を行うと共に、事業所の設備及び​

​備品等の衛生的な管理に努めるものとする。​
​　　　　　事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないよう以下の措置を講じる。​
​　　２　　事業所における感染症の予防及び蔓延の防止の為の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと​
​　　　　　ができるものとする）を概ね６か月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図るもの​
​　　　　　とする。​
​　　３　　事業所における感染症の予防及び蔓延防止の為の指針を整備する。​
​　　４　　事業所において、従業者に対し感染症の予防及び蔓延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。​

​（ハラスメント）​
​第１３条　事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を　​
​　　　　　背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業員の就業環境が害されることを防止する​
​　　　　　ための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わっ​
​　　　　　た従業員の心身に悪影響を与える。下記の様な行為があった場合、状況によっては重要事項説明書に基づき介護サー​
​　　　　　ビスの提供を停止させて頂く場合あり。​
​　（１）　性的な話をする、必要もなく身体を触る等のセクシャルハラスメント行為。​
​　（２）　特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する、暴言、誹謗中傷等の精神的暴力。​
​　（３）　叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力。​
​　（４）　​​サービス利用中に従業員の写真や動画撮影、録音などを無断でSNSなどに掲載する行為。​
​　​​（５）　長時間の電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等のその他行為。​

​（秘密保持）​
​第１４条　従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれら​
​　　　　　の秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。​

​（通常の事業の実施地域）​
​第１５条　通常の事業の実施地域は、横浜市神奈川区、鶴見区、保土ケ谷区、港北区とする。​

​（居宅の合鍵の管理）​
​第１６条　訪問介護員が、利用者の居宅に入室するための鍵については、以下の方法で管理する。​
​　　１　　原則として事業所では合鍵を保管せず、キーボックスを居宅又は敷地内に設置して保管・管理する。キーボックス​
​　　　　　ごと、あるいはキーボックス内の鍵が事業所の職員の責任において紛失、もしくは盗難にあった場合は、事業所の​
​　　　　　責任において利用者宅の鍵の交換等の措置を速やかに講ずる。​
​　　２　　利用者の居宅又は敷地内に適切に保管することが困難な場合は、事業所において合鍵を保管する。この場合事業所　​
​　　　　　では、所定の保管庫で施錠・管理し、紛失・盗難のないよう厳重に管理する。万一、預かった合鍵を紛失した場合、​
​　　　　　あるいは盗難にあった場合は、事業所の責任において利用者宅の鍵の交換等の措置を講ずる。​

​（苦情解決）​
​第１７条　提供した訪問介護サービス等に関する、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける​
​　　　　　ための窓口を設置するものとする。​

​（その他運営についての留意事項）​
​第１８条　事業所は、従事者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。​
​　​
​　　　①　　採用時研修　採用後3カ月以内​
​　　　②　　 継続研修　　年１回以上​

​　　２　　事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備すると共に、当該記録を完結の日から５年間保存し​
​　　　　　なければならない。​

​　　３　　介護記録開示請求権利者より介護記録開示請求があった場合には、下記のように取り扱うこととする。​
​　　　①　介護記録開示請求について利用者の意思表示があった場合は、その意思を優先する。​
​　　　②　利用者が故人で生前の意思表示が確認できない、または利用中であるが意思表示が出来ない場合で、介護記録　　　　​
​　　　　　開示請求権利者が正当な手続きにより介護記録開示請求があった場合には、その請求に応じ開示することとする。​
​　　　　　なお当法人は、家族間の考え方の不一致については、家族間で直接解決することを前提にしており、職員が家族間​



​社会福祉法人若竹大寿会​
​　　　　　に入り情報伝達や調整等は行わない。​

​　　４　　この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は 社会福祉法人若竹大寿会と事業所の管理者との協議に基づ​
​　　　　　いて定めるものとする。​

​第１９条　介護サービス第三者評価の実施状況　　なし​

​附則​
​　 この規程は、平成 19年 12 月 1 日から施行する。​
​　　平成 2 4 年 1 0 月 1 日改訂​
​　　平成 2 5 年 1 0 月 1 日改訂​
​　　平成 2 6 年 1 0 月 1 日改訂​
​　　平成 2 7 年 1 月 1 日改訂​
​　　平成 2 9 年 3 月 1 日改訂　　　　　　　　　　​
​　　平成 2 9 年 1 0 月 1 日改訂​
​　　平成 3 0 年 1 月 1 日改訂　　　　　　　　　​
​　　平成 3 0 年 5 月 1 日改訂​
​　　平成 3 0 年 8 月 1 日改訂​
​　　令和 元 年 1 2 月 1 日改訂​
​　　令和 2 年 7 月 1 日改訂​
​　　令和 3 年 1 0 月 1 日改訂​
​　　令和 4 年 5 月 1 日改訂​
​　　令和 5 年 6 月 1 日改訂​
​　　令和 5 年 8 月 1 日改訂​
​　　令和 6 年 4 月 1 日改訂​
​　　令和 7 年 5 月 1 日改訂​
​　　令和 7 年 8 月 1 日改訂​


